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バス事業の現況等について 

 

 

１．路線バス事業の現況報告について 

 １）輸送状況 

   ①県民１人当たりの乗合バス利用率：２９年度：７４回／人・年 

全国平均：３４回／人・年 

   ②平成２２年度を底に、２３年度より若干ながら右肩上がりで推移している 

   県内の自動車保有台数は、平成１７年度をピークに右肩下がりに推移している 

 ２）経営状況（参考資料１・２頁参照） 

    平成２９年度バス車両３０両以上の県内事業者９社（子会社は親会社に含む） 
   黒字６者、赤字３者 
３）主な利用者サービス対策 

    ①ＩＣ共通カードの導入：県内ほぼ１００％（一部コミュニティバス等を除    

く。）平成２５年３月２３日～全国主要都市の交通機関と共通利用。 
   県内「ＩＣカード」利用率：約５５％、現金約９％、定期券３０％、その他６％ 
    ②高齢化社会の向けノンステップバスの導入推進 

      ２９年度末県内の導入率：約６２％（全国平均：約 56％）、全国順位１４位 
   （バリアフリー法による整備目標：平成３２年度末 70％） 

  ③インバウンド対策 

    ２９年度末ＷｉＦｉ設置車両数：乗合車両２，８０６両（約 52%） 
４）取り巻く環境 

  ①  運転者不足（参考資料６～９頁参照） 

     ・ 運転者の充足状況：県内に本社を置く乗合１１者：不足１０者、全国８割） 

・ 不足割合：３．３％（全国６％）、女性運転者：１．５％ 

     ・  このような状況に対し、定年退職者の再雇用や自社養成（大型二種免許   

       取得制度）を行うなどして確保に努めているが、バスの運行本数を減らすなど影 

     響が徐々に出ているところ。 

・  県内事業者対象：「乗務員募集合同説明会」実施 

・  自動運転技術の開発に期待 

   〔第二種免許制度の在り方に関する有識者会議〕における「第二種免許制度等在り

方に関する提言（要旨）」 

・  第二種免許取得前及び取得後の双方において適切な安全対策を講ずることが 

できる場合には、受験資格を特例的に引き下げることを認める方向性が適当では

ないか。 

・  年齢要件を特例的に引き下げることの適否については、今後、教育の効果につ

いて一定の検証（平成３１年度に調査研究を実施予定）を行った上で、受験資格

全体の在り方を含め最終的に検討すべき。  

 

２．貸切バス事業の現況報告について 

 １）収支状況（参考資料３・４頁参照） 

    ・ 平成２６年４月：新運賃・料金制度の実施（出発営業所～帰着営業所間：（時間＋

２）×時間運賃＋距離×距離運賃＝運賃） 
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  ・ 平成２６年度から貸切事業者の経常収支率は改善傾向にあるが、平成２８年度よ

り経常収支率は減少傾向にある。県内では稼働率の低下、バス車両の廃車 

 ２）安全対策 

  ・平成 28 年１月 15 日「軽井沢スキーバス事故発生」：13 名死亡、26 人重軽傷 

    ・国土交通省は、８５項目からなる総合的な安全対策を実施 

    ・主な柱は２つ  

    「国の監査を補完する民間団体による「巡回指導（法令遵守チェック）」の実施」 

全国１０ブロックで「適正化センター」が設立され、平成２９年８月から順次実

施、関東１都７県「関東貸切バス適正化センター」 

県バス協会は、全国に先駆けて２名の専任体制により実施、既に２巡目 

国の指導：２０２０．４～関東管内毎年営業所１巡すること 

「貸切バス事業の５年更新制の実施」 

    平成３０年３月末までに更新期限を迎える事業者で退出した割合は約１２％ 

    関東管内の退出事業者：約１６％、 

 ３）貸切バス事業者安全性評価認定制度（参考資料５頁参照） 

  ・利用者や旅行会社が安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、貸

切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取組の促進を図り、より安全な

貸切バスサービスの提供に寄与することを目的として、日本バス協会が平成２３年

度より実施した制度 

  ・県バス協会会員認定状況：７１事業者（県協会会員８２事業者：８７％） 

 




